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 表紙の説明 

事 業 名 都市計画道路 青崎池尻線 街路改良事業 

事業場所 安芸郡府中町青崎中～鹿籠二丁目 

事業期間 平成 25 年度～令和６年度 

事業内容 向洋駅周辺から府中町北部に至る南北の幹線道路ネットワークの整備 

第 4 種第 2級（40km/h）、幅員 12.0m（2 車線） 

事業延長 L=440m 
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１ 管内の概要 

(1) 事務所の沿革 

大正 04 年 広島市、安芸郡、安佐郡及び佐伯郡を管轄区域として、広島市水
か

主
こ

町県

庁舎（現在の広島市文化交流会館敷地）内に広島土木出張所を開設し

た。 

昭和 04 年 04 月 01 日 廿日市土木出張所の開設により、佐伯郡を分離し、広島市、安芸郡及び

安佐郡を所管区域とした。 

昭和 20 年 08 月 06 日 戦時中産業奨励館（現在の原爆ドーム）に移転していたため、原爆によ

り、多数の職員が犠牲となった。庁舎が壊滅したので、可部町へ仮移転

した。 

昭和 21 年 01 月 広島市基町（相生橋上流左岸堤防）に仮事務所を設置した。 

昭和 22 年 04 月 広島市基町の護国神社跡（現在の旧広島市民球場跡地）に木造の庁舎を

新築移転した。 

昭和 33 年 03 月 29 日 広島市上八丁堀へ鉄筋コンクリート２階建の庁舎を新築移転した。 

昭和 37 年 04 月 11 日 本館に３階を増築した。 

昭和 39 年 04 月 01 日 機構改革により広島土木建築事務所に組織変更した。（総務課、用地

課、管理課、維持課、工務第一課、工務第二課、業務課、建築課の８課

制） 

昭和 45 年 04 月 01 日 都市計画課を増設した。（９課制） 

昭和 46 年 04 月 01 日 工務第一課と工務第二課を統合して工務課とした。なお、再開発課を増

設した。（９課制） 

昭和 47 年 04 月 01 日 都市計画課と再開発課を広島都市計画事務所に統合分離した。（７課

制） 

昭和 55 年 04 月 01 日 広島市が政令指定都市に昇格したため、事務の一部を移譲し、管理課と

維持課を統合して維持管理課とした。なお、都市計画事務所の廃止に伴

い都市計画課が新設された。（７課制） 

昭和 55 年 09 月 01 日 広島緑化植物公園の一部開園に伴い、広島緑化植物公園管理事務所を

新設した。（７課１事務所制） 

昭和 59 年 04 月 01 日 業務課と都市計画課を廃止した。なお、広島緑化植物公園管理事務所が

広島緑化植物公園と名称変更して本庁（都市整備課）直轄とした。（５

課制） 

昭和 60 年 03 月 20 日 佐伯郡五日市町が広島市と合併したため五日市町が佐伯区となり、当

所の所管区域とした。 

昭和 60 年 04 月 01 日 魚切ダム管理事務所を当所の直轄とした。（５課１事務所制） 

昭和 61 年 04 月 01 日 維持管理課業務係及び建築課住宅係を廃止した。 

平成 01 年 04 月 01 日 梶毛ダム建設事業所を新設した。（５課２事務（業）所制） 

平成 08 年 04 月 01 日 東部連続立体交差事業所を新設した。（５課３事務（業）所制） 

平成 12 年 04 月 01 日 太田川流域下水道事務所の廃止に伴い下水道課を新設した。また、災害

対策課を新設した。（７課３事務（業）所制） 

平成 13 年 04 月 01 日 機構改革により広島地域事務所建設局に組織変更した。また、用地課を
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用地第一課、用地第二課に分割した。（８課３事務（業）所制） 

平成 13 年 07 月 30 日 広島市南区比治山本町へ移転した。 

平成 15 年 04 月 01 日 用地第一課、用地第二課を統合し用地課とした。下水道課、災害対策課

を廃止し、都市建設課を新設した。（６課３事務（業）所制） 

平成 17 年 04 月 01 日 呉地域事務所大柿支局・芸北地域事務所吉田支局の廃止に伴い、広島地

域事務所建設局大柿維持管理分室・吉田維持管理分室とした。 

用地課を用地第一課・用地第二課、工務課を工務第一課・工務第二課に

分割した。また、建設業課を新設した。（９課３事務（業）所２分室制） 

平成 18 年 04 月 01 日 大柿維持管理分室及び吉田維持管理分室を本局に統合した。これに伴

い、維持管理課を廃止し、管理課・維持第一課・維持第二課を新設した。

また、梶毛ダム建設事業所を廃止し、梶毛ダム管理事務所を新設した。

（11 課３事務（業）所制） 

平成 20 年 04 月 01 日 都市建設課を廃止した。（10 課３事務（業）所制） 

平成 21 年 04 月 01 日 機構改革により西部建設事務所に組織変更した。また、東部連続立体交

差事業所を東部連続立体交差事業課に改称した。（11 課２事務所制） 

平成 22 年 04 月 01 日 梶毛ダム管理事務所を廃止した。（11 課１事務所制） 

平成 23 年 04 月 01 日 事業調整班を事業調整特別班として独立させた。（11 課１班１事務所

制） 

平成 26 年 10 月 1 日 平成 26 年 8 月 20 日に広島市内で発生した大規模土砂災害に対応する

ため、災害復旧チームを新設した。（11 課１班１チーム１事務所制） 

平成 27 年 4 月 1 日 管理課を管理第一課、管理第二課に分割した。（12 課１班１チーム１

事務所制） 

平成 28 年 4 月 1 日 事業調整特別班を、事業調整・土砂法指定推進班に名称変更した。 

平成 30 年 8 月 1 日 平成 30 年７月豪雨災害に対応するため、復旧準備班を新設した。（12

課２班１チーム１事務所制） 

平成 30 年 9 月 1 日 復旧準備班を廃止し、災害関連緊急対策チームを新設した。（12 課１

班２チーム１事務所制） 

平成 31 年 4 月 1 日 災害復旧チームを廃止した。（12 課１班１チーム１事務所制） 

令和 2 年 4 月 1 日 平成30年７月豪雨災害に対応するため、三篠川復旧事業課を新設した。

また、事業調整・土砂法指定推進班を事業調整特別班に名称変更した。

（13 課 1 班１チーム１事務所制） 

令和 5 年 4 月 1 日 三篠川復旧事業課を、河川改良復旧事業課に名称変更した。    

（13 課１班１チーム１事務所制） 

令和 6 年 4 月 1 日 当所の所管区域から安芸高田市を北部建設事務所に移管し、河川改良

復旧事業課、管理第二課を廃止した。また、災害関連緊急対策チームを

災害関連事業課に名称変更した。（12 課１班１事務所制） 
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 (2) 所管区域 

   当所の所管区域は５市７町（広島市、竹原市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、

海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町）で、このうち一般土木関係

は、２市４町（下表のとおり）を、建設業法等関係は、４市６町（下表のとおり）を、建

築関係・開発関係は、３市７町（下表のとおり）を所管している。 

   管内の総面積は 2,798.57 平方キロメートルと県の約 33 パーセント、人口は約 151 万 

2 千人と県内人口の約 55 パーセントを占めている。 

   地勢は、大部分が山地で、管内中央部には中国山地に源を発した太田川が大小 57 の河

川を合流、西部には阿弥陀山に源を発した八幡川が石内川を合流して、それぞれ広島湾に

注ぎ、東部には東広島市に源を発した瀬野川が熊野川ほか２河川を合流して海田湾に注ぎ、

これらの下流域に人口が集中して、市街地が形成されている。 

 
 

  面積及び人口 

 

所 管 市 町 名 
土地面積 

(k㎡） 

世 帯 数 

（戸) 

人  口 

（人） 一般土木事務 建設業法等事務 
建 築 事 務 

開 発 事 務 

広 島 市 広 島 市  906.69 566,005 1,179,915 

  竹 原 市 118.23 10,306 22,004 

 大 竹 市 大 竹 市 78.66 11,427 25,045 

 廿 日 市 市  489.49 48,939 112,649 

江 田 島 市 江 田 島 市 江 田 島 市 100.65 9,691 20,150 

府 中 町 府 中 町 府 中 町 10.41 22,396 51,306 

海 田 町 海 田 町 海 田 町 13.79 13,492 30,268 

熊 野 町 熊 野 町 熊 野 町 33.76 9,713 22,547 

坂 町 坂 町 坂 町 15.69 5,241 12,164 

 安芸太田町 安芸太田町 341.89 2,451 5,082 

 北 広 島 町 北 広 島 町 646.20 7,549 16,518 

  大崎上島町 43.11 3,395 6,622 

計 2,798.57 710,605 1,504,270 

資料 

     面積、世帯数及び人口 ： 出典：広島県市町行財政課「広島県内市町の面積一覧」（令和 6年 4月） 

広島県統計課「広島県人口移動統計調査」（令和 6年 10 月１日現在） 



２　組織及び職員の配置状況（令和７年４月１日）
　(1)　組　　織

参　　　事

参　　　事

第　一　班

第　二　班

用地第一係

用地第二係

庶  務  係

工  事  係

工務第二係

工務第一係

参　　　事

建 設 業 課

西部建設事務所長 次　長

維持第一係

（技術）

維 持 第 一 課

維 持 第 二 課

参　　　事

工務第一係

維持第二係

主　　　査

管理第三係

管理第一係

管理第二係

（12課１班１事務所）

事業調整特別班

災害関連事業課

次　長

（事務） 用 地 第 一 課

建 設 総 務 課

参　事
（工事検査担当）

工 務 第 二 課

用 地 第 二 課

管 理 課

工 務 第 一 課

東部連続立体交差
事 業 課

建 築 課

検査指導係

魚切ダム管理事務所

工務第二係

審査第一係

審査第二係
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(2)  職員の配置状況
（令和7年4月1日現在）

1 1 3 1 6 6

事業調整特別班 1 1 1 3 1 4

小計 1 1 3 1 1 1 1 9 1 10

建設総務課 1 1 2 2

庶務係 1 2 3 3 6

工事係 1 4 5 1 6

小計 1 1 2 6 10 3 1 14

1 1 3 1 6 1 1 1 9

用地第一課 1 1 2 2

用地第一係 1 1 2 4 2 6

用地第二係 1 1 3 5 1 6

小計 1 1 2 1 1 5 11 3 14

用地第二課 1 1 1 2 1 1 7 3 10

管理課 1 1 2 2

管理第一係 1 2 3 1 1 1 6

管理第二係 1 1 2 3 1 6

管理第三係 1 3 1 5 1 6

小計 1 1 3 3 4 12 5 2 1 20

維持第一課 1 1 1

維持第一係 1 1 1 3 1 4

維持第二係 1 2 1 4 4

小計 1 2 3 1 1 8 1 9

維持第二課 1 1 1 2 5 1 6

工務第一課 1 1 2 2

工務第一係 1 1 2 4 1 1 6

工務第二係 1 2 1 1 5 5

小計 1 1 2 3 3 1 11 1 1 13

工務第二課 1 1 2 2

工務第一係 1 1 2 4 4

工務第二係 1 2 1 4 1 5

小計 1 1 2 2 1 3 10 1 11

建築課 1 1 1

審査第一係 1 1 2 4 1 5

審査第二係 1 1 1 3 1 4

検査指導係 1 2 1 4 1 2 7

小計 1 3 4 4 12 3 2 17

1 1 2 1 5 　 5

1 2 3 3 9 9

1 1 3 1 1 1 12 5 1 22 28 15 11 13 115 14 4 0 14 147

1 1 3 5 1 2 8

1 1 3 1 1 1 13 5 1 23 31 15 11 13 120 15 4 0 16 155

主
査
（

災
害
調
整
担
当
）

課
長
及
び
所
長

係
長
（

主
幹
・
主
査
）

主
 
 
 
 
査

会
計
年
度
任
用
職
員

育
児
休
業
及
び
休
職
職
員

主
査
（

シ
ニ
ア
含
む
）

合
計

派
 
遣
 
職
 
員

主
 
 
 
 
事

技
 
 
 
 
師

小
計

主
　
　
　
　
任

再
 

任
 

用
 

職
 

員

課  　係  　名

職
　
名

参
事
（

工
事
検
査
担
当
）

※　ダム当直専門員6名及び会計年度任用職員（短期）は除いている。

魚切ダム管理事務所（※）

建設業課

合計

計

災害関連事業課

東部連続立体交差事業課

参
事
（

事
業
調
整
担
当
）

所
　
　
　
長

次
　
　
　
長

次
長
（

兼
）

政
策
監

参
　
　
　
　
事

5
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 (3) 各課の分掌事務（令和 7年 4月 1日） 

       

事業調整特別班  

    １ 道路・河川・海岸・砂防・街路事業に係る次の事務に関すること。 

     (1)  新規事業の要望、企画、調査、設計に関すること。 

          (2)  中長期計画等に関すること。 

    ２ 浸水想定区域図作成、基準水位の見直しに関すること。 

    ３ 都市計画法及び下水道法の手続きに係る市町との調整に関すること。 

    ４ 公共土木施設災害復旧事業等（他課に属するものを除く。）に関すること。 

５ 公共土木施設のアセットマネジメントに関すること。 

    ６ 土砂災害警戒区域に係る基礎調査等に関すること（区域変更、認知度向上等）。 

    ７ 大規模災害発生時の対応に関すること。 

 

   建設総務課 

    １ 所の総合調整及び他所との連絡調整に関すること。 

    ２ 庁舎の管理に関すること（西部建設事務所庁舎に関するものに限る。）。 

    ３ 工事の執行に関する事務のうち工事契約に関すること。 

    ４ 国又は県の補助により市町等が行う土木工事の事務の指導に関すること。 

    ５ 前各号のほか、他課及び管理事務所の所掌に属しないこと。 

 

   建設業課 

    １ 建設業の許可に関すること。 

    ２ 宅地建物取引業者等の免許及び登録に関すること。 

    ３ 建設工事に係る解体工事業者の登録に関すること。 

    ４ 浄化槽工事業者の登録に関すること。 

 

   用地第一課・用地第二課 

    土木関係公共用土地物件の取得及び工事の執行に伴う損失補償に関すること。 

 

   管理課 

    １ 道路、河川、海岸保全区域、公有水面、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾

斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域等の管理に関すること。 

    ２ 広島県アダプト制度に関すること。 

    ３ 採石法に関すること。 

    ４ 砂利採取法に関すること。 

 

   維持第一課・維持第二課 

    １ 道路、河川、海岸、砂防、地すべり及び急傾斜施設の維持・補修に関すること。 

２ 交通安全事業の調査、設計及び監督に関すること。 

３ 道路災害防除事業の調査、設計及び監督に関すること。 

４ 道路パトロールに関すること。 

５ 管理課所掌事務（占用・改築等）に係る技術審査に関すること。 
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   工務第一課・工務第二課 

    １ 他課・管理事務所の所掌に属しない土木工事の調査、設計及び実施並びに監督

に関すること。 

    ２ 国又は県の補助により市町等が行う土木工事の指導に関すること。 

    ３ 災害復旧事業の調査、設計及び監督に関すること。 

    ４ 市町の都市計画等の助言に関すること。 

    ５ 県の定める都市計画案の作成等に関すること。 

   

   建 築 課 

    １ 建築基準法に基づく確認、検査、指導及び取締り等に関すること。 

    ２ 建築士の指導及び取締りに関すること。 

    ３ 浄化槽法の規定による設置等の届出の受理等に関すること。 

４ 建築物省エネ法に基づく省エネルギー基準への適合性判定、認定等に関するこ

と。 

５ バリアフリー法の認定に関すること。 

    ６ 建築物の防災に関すること。 

    ７ 都市計画法の規定による開発行為等の規制及び都市計画施設等の区域内におけ

る建築の規制に関すること。 

    ８ 盛土規制法及び旧住宅地造成事業に関する法律に関すること。 

    ９ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。 

 

   東部連続立体交差事業課 

    １ 広島市東部地区連続立体交差事業に係る総合調整に関すること。 

    ２ 広島市東部地区連続立体交差事業に関連する土地区画整理事業及び街路事業等

との調整に関すること。 

    ３ 広島市東部地区連続立体交差事業に関連する都市計画道路等の土木工事の調査、

設計及び実施並びに監督に関すること。 

    ４ 国又は県の補助により市町等が行う土木工事の指導に関すること。 

    ５ 災害復旧事業の調査、設計及び監督に関すること。 

    ６ 市町の都市計画等の助言に関すること。 

    ７ 県の定める都市計画案の作成等に関すること。 

     

   災害関連事業課 

    １ 通常砂防事業の調査、設計、監督に関すること。 

    ２ 通常砂防事業（激特フォロー）の調査、設計、監督に関すること。 

    

   魚切ダム管理事務所 

    魚切ダム及び梶毛ダムの管理に関すること。 



（4）水防体制 ①水防法関係 

 

水 防 本 部 組 織 図               
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地域危機管理監 

（総務事務所長） 

（総務事務所支所長） 

地方本部長 

（建設事務所長） 

（建設事務所支所長） 

（広島港湾振興事務所長） 

連携 

副本部長 

（建設事務所次長） 

（建設事務所支所次長） 

（広島港湾振興事務所次長） 

地 方 本 部 

庶 務 班 

 （総務事務所員及び支所員） 

班員 （建設事務所員及び支所員） 

（広島港湾振興事務所員） 

 

情報連絡班 

（建設事務所員及び支所員） 

班員 （農林水産事務所員及び 

農林事業所員） 

（広島港湾振興事務所員） 

水防対策班 

（建設事務所員及び支所員） 

班員 （農林水産事務所員及び 

農林事業所員） 

（広島港湾振興事務所員） 

資 材 班 
班員 （建設事務所員及び支所員） 

   （広島港湾振興事務所員） 

 

※ 各班の体制等については、地方本部長及び関係機関が、別に定めるところによる。 

庶務班長 

（道路河川管理課長） 
班員 

資材班長 

班員 

情報連絡班長 

班員 

 

水防対策班長 

班員 

 

河川課及び砂防課 

い ず れ か の 課 長 

危機管理監 

連携 

県 本 部 

水 防 本 部 長 

（土木建築局長） 

副 本 部 長 

土木整備担当部長 

空港港湾担当部長 

 

 

道路河川管理課、河川課、 

砂防課、土木建築総務課、 

建設産業課、用地課各課員 

道路河川管理課、河川課、 

砂防課各課員 

道路河川管理課、 

河川課、砂防課、 

技術企画課、建設ＤＸ担当、 

港湾振興課、港湾漁港整備課、 

都市計画課、都市環境整備課、

建築課、住宅課、営繕課、 

農業基盤課各課員 

河川課及び砂防課 

いずれかの課長 

河川課及び砂防課 

いずれかの課長 

土木建築総務課長 

道 路 企 画 課 長 

道 路 整 備 課 長 

技 術 企 画 課 長 

建設ＤＸ担当課長 

港 湾 振 興 課 長 

港湾漁港整備課長 

都 市 計 画 課 長 

建 築 課 長 

住 宅 課 長 

農 業 基 盤 課 長 

水防本部長付 

※ 各班の体制等については、別に定める。 

道路河川管理課、道路企画課、 

道路整備課、河川課、砂防課 

各課員 



広島県災害対策西部支部の機構（災対法に基づく広島県地域防災計画書による災対支部組織図）

支　　　　部　　　　長

副　　　　　　　支　　　　　　　部　　　　　　　長

支部会議

総括班（総務事務所）

西部建設事務所長北部建設事務所長

広島市、安芸高田市、府中町、海田町、坂町、熊野町、安芸太田町、北広島町大竹市、廿日市市

西部建設事務所

廿日市支所長

西部建設事務所

安芸太田支所長

西
部
地
域
危
機
管
理
監

西
部
建
設
事
務
所
長

小
瀬
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所

西
部
総
務
事
務
所
（

総
務
第
二
課
）

西
部
教
育
事
務
所

西
部
畜
産
事
務
所
長

西
部
農
業
技
術
指
導
所
長

　　　②　災対法関係

西部地域危機管理監
（西部総務事務所長）

小
瀬
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
長

西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所
長

西
部
保
健
所
長

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
長

西
部
県
税
事
務
所
廿
日
市
分
室
長

西
部
教
育
事
務
所
芸
北
支
所
長

西
部
教
育
事
務
所
長

広
島
港
湾
振
興
事
務
所
長

北
部
建
設
事
務
所
長
（

安
芸
高
田
市
）

西
部
農
林
水
産
事
務
所

西
農
業
技
術
指
導
所

西
部
畜
産
事
務
所

建設班

西
部
農
林
水
産
事
務
所
長

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所
広
島
支
所
長

西
部
県
税
事
務
所
長

西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所
長

西
部
畜
産
事
務
所

西
部
農
業
技
術
指
導
所

西
部
農
林
水
産
事
務
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所
広
島
支
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所

教育班

小
瀬
川
ダ
ム
管
理
事
務
所

西
部
建
設
事
務
所
廿
日
市
支
所

西
部
県
税
事
務
所
廿
日
市
分
室

西
部
総
務
事
務
所
（

総
務
課
）

西
部
県
税
事
務
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・

西
部
総
務
事
務
所
（

総
務
第
二
課
）

西
部
県
税
事
務
所
廿
日
市
分
室

西
部
県
税
事
務
所

西
部
教
育
事
務
所
芸
北
支
所

西
部
教
育
事
務
所

西
部
建
設
事
務
所

広
島
港
湾
振
興
事
務
所

北
部
建
設
事
務
所

西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所

保
健
所
広
島
支
所

農林水産班 厚生環境班

広
島
港
湾
振
興
事
務
所

西
部
教
育
事
務
所
芸
北
支
所

実施班（広島地区）

北
部
建
設
事
務
所

総括班（広島地区） 総括班（廿日市地区）

県税班 総務班建設班

西
部
県
税
事
務
所
廿
日
市
分
室

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所

実施班（廿日市地区）

厚生環境班 県税班 総務班

西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所

西
部
建
設
事
務
所

西
部
総
務
事
務
所
（

総
務
課
）

西
部
県
税
事
務
所
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広島県災害対策呉支部の機構（災対法に基づく広島県地域防災計画書による災対支部組織図）

西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所
長

※　江田島市は災害対策呉支部の所管となるため、併せて掲載する。

西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所

西
部
建
設
事
務
所

西
部
総
務
事
務
所
呉
支
所

広
島
港
湾
振
興
事
務
所
長

西
部
建
設
事
務
所
長

西
部
農
業
技
術
指
導
所
長

西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所

西
部
農
林
水
産
事
務
所
（

水
産
第
二
課
）

西
部
農
業
技
術
指
導
所

西
部
農
業
技
術
指
導
所

西
部
農
林
水
産
事
務
所
長
（

水
産
第
二
課
）

西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所
長

呉
地
域
危
機
管
理
監

西
部
県
税
事
務
所
呉
分
室
長

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所

西
部
県
税
事
務
所
呉
分
室

西
部
県
税
事
務
所
呉
分
室

教育班

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所
呉
支
所

厚生環境班 税務班建設班

西
部
建
設
事
務
所

西
部
畜
産
事
務
所

広
島
港
湾
振
興
事
務
所

西
部
建
設
事
務
所
呉
支
所

総務班農林水産班

西
部
農
林
水
産
事
務
所
（

水
産
第
二
課
）

西
部
農
林
水
産
事
務
所
呉
農
林
事
業
所

西
部
畜
産
事
務
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所
呉
支
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所

西
部
総
務
事
務
所
呉
支
所

西
部
県
税
事
務
所
呉
分
室

実施班

呉市、江田島市

呉地域危機管理監
（西部総務事務呉支所長）

西
部
教
育
事
務
所

支　　　　部　　　　長

副支部長

西部建設事務所

呉支所長

支部会議

総括班

西
部
教
育
事
務
所

広
島
港
湾
振
興
事
務
所

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
長

西
部
厚
生
環
境
事
務
所
・
保
健
所
呉
支
所
長

西
部
保
健
所
長

西
部
教
育
事
務
所
長

西
部
畜
産
事
務
所
長
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３ 公共土木施設の状況 

 (1)  道路の状況 

     管内には、国土交通省管理（一部県及び広島市管理）の国道２号、31 号及び 54 号が東

西南北の交通軸を形成し、さらに、高速自動車道である中国縦貫自動車道、中国横断自動

車道及び山陽自動車道が都市間交通の用に供している。 

     県が管理する路線は、江田島市、府中町、海田町、熊野町及び坂町に存在する一般国道

２路線、主要地方道５路線並びに一般県道 17路線の計 24 路線であり、改良率 91.6％、舗

装率 99.5％である。 

     なお、広島市内の県道は道路法第 17 条の規定により広島市が管理している。 

 

（令和 7年 4月 1日現在） 

種別 
路 
線 
数 

実延長 
(ｍ) 

改 良 済 舗 装 済 
備 考 

延長(ｍ) ％ 延長(ｍ) ％ 

一 般 

国 道 
２ 31,516.0 31,516.0 100 31,516.0 100  

主 要 

地方道 
５ 

(1,050.6) 

45,773.4 

(350.4) 

42,401.3 

(33.4) 

92.6 

(1,050.6) 

45,773.4 

(100) 

100 
 

一 般 

県 道 
17 

(740.1) 

55,218.8 

 

47,502.5 

 

86.0 

(740.1) 

54,583.2 

(100) 

98.8 
 

合計 24 
(1,790.7) 

132,508.2 

(350.4) 

121,419.8 

(20.0) 

91.6 

(1,790.7) 

131,872.6 

(100) 

99.5 
 

     (注) （ ）は、内数でダブルウエイ 

 

 (2) 河川の状況 

     管内には、河川法の適用を受ける河川として、国土交通大臣直轄管理の一級河川が太田

川水系８河川、県知事管理の一級河川（指定区間）が太田川水系 41河川、及び二級河川

が 10 水系 19 河川ある。 

 

（令和 7年 4月 1日現在） 

種 別 
河 
川 
数 

流 路 
延 長 
(km) 

指 定 区 間 指 定 区 間 外 そ の 他 

河川数 
流路延長 
(km) 

河川数 
流路延長 
(km) 

河川数 
流路延長 
(km) 

一級河川 46 296.64 41 201.77 8 94.87 ― ― 

二級河川 19 94.95 ― ― ― ― 19 94.95 

合  計 68 391.59 41 201.77 8 94.87 19 94.95 

    (注)※指定区間及び二級河川は知事管理、指定区間外は国土交通大臣管理 

     ※戸坂川、三篠川及び根谷川の３河川は、指定区間と指定区間外があるため河川数が一

致しない。 
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 (3) 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり危険区域の状況 

    ア 砂防指定地の状況 

    管内には、土石流危険渓流が多く、しかも土質が軟弱なため、豪雨に際しては、地盤

の崩壊が生じやすい箇所が多数ある。そのうち砂防指定地として、770 箇所が指定済み

である。 

    イ 急傾斜地崩壊危険区域の状況 

    管内には、山裾に家屋が密集する地域が多く、そのうち急傾斜地崩壊危険区域として、

621 箇所が指定済みである。 

  ウ 地すべり防止区域の状況 

    管内には、自然斜面の一部が重力の作用によって低い場所に向かって移動する地域が

あり、地すべり防止区域として２箇所が指定済みである。 

                             （令和 7年 4月 1日現在） 

砂防指定地 急傾斜地崩壊危険区域 地すべり防止区域 
土砂災害防止法に基づく 

特別警戒区域告示箇所数 

箇所数 指定面積(ha) 箇所数 指定面積(a) 箇所数 指定面積(ha) 箇所数（R7.3.27 現在） 

770 

注 1（551） 
3,460.966 

621 

注 2(773) 
35,242.78 2 20.12 8,478 

   注１（  ）は、渓流数を示す。 

注２（  ）は、指定回数を示す。 

 

 (4) 海岸保全区域の状況 

    管内には、国土交通省所管の海岸保全区域が８箇所ある。 

                              （令和 7年 4月 1日現在） 

所管別 海  岸  名 所 在 地 延長(ｍ) 

国土交通省 

小屋浦地区海岸 安芸郡坂町小屋浦 693 

江田島矢の浦地区海岸 
（鷲部地先・矢の浦地先） 

江田島市江田島町鷲部 
江田島市江田島町中央 

2,184 

江田島秋月地区海岸 江田島市江田島町秋月 2,845 

岡大王地区海岸 江田島市沖美町岡大王 1,214 

江田島能美遠崎地区海岸 江田島市能美町高田 800 

江田島能美中町地区海岸 江田島市能美町中町 792 

津久茂宮ノ原地区海岸 
（津久茂地先・立石地先） 

江田島市江田島町津久茂 
江田島市江田島町宮ノ原 

512 

大君地区海岸 江田島市大柿町大君 385 

計 ８箇所   9,425 
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 (5)  ダムの状況 

  ア 魚切ダム 

    魚切ダムは、総合的な八幡川の開発のため多目的ダムとして、広島市佐伯区五日市町 

上河内地先に建設したものである。昭和 44 年 4 月に調査を開始し、昭和 56 年 5 月に

12 年の歳月と 169 億円の建設費を投じて竣工した。 

    治水目的としては、計画高水流量 420ｍ3/sec のうち 360ｍ3/sec の調整を行い、流域

の治水の安全性を高め水害を防ぐものである。 

    また、利水目的としては、流水の正常な機能の維持を行うとともに、最大 73,000ｍ3/

日の水量を確保し、宅地開発により都市化の進む広島市佐伯区、廿日市市の一部に水道

用水を供給している。 

    そのほか、放流水を利用した水力発電により、民間企業が電力を供給している。 

    （（株）エネルギア・ソリューション・アンド・サービスによる供給 Ｒ1.9.1～） 

 

 

   ■ 本体                ■ 貯水池 

位置 広島市佐伯区五日市町上河内 集水面積 38.4ｋｍ
2
 

形式 重力式コンクリートダム 湛水面積 0.404ｋｍ
2
 

総事業費 169 億円 総貯水容量 8,460,000ｍ
3
 

堤高 79.8ｍ 有効貯水容量 7,840,000ｍ
3
 

堤頂長 255.0ｍ 治水容量 4,710,000ｍ
3
 

堤体積 317,000ｍ
3
 利水容量 3,130,000ｍ

3
 

ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄ 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ高 8.47ｍ 

     巾 8.0ｍ   ２門 
不特定用水 （ 610,000ｍ

3
 ） 

ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ高 1.7ｍ 

     巾 1.7ｍ   １門 
上水道用水 （ 2,520,000ｍ

3
 ） 

表面取水ｹﾞｰﾄ 
多段ｹﾞｰﾄ 高 7.9ｍ 

     巾 2.0ｍ   ４門 
サーチャージ水位 EL 227.0ｍ 

利水放流ｹﾞｰﾄ 
ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 径 1.00ｍ 

     巾 2.0ｍ   １条 
常時満水位 EL 210.5ｍ 

 

 

    
      魚切ダムで配布中のダムカード 
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   イ 梶毛ダム 

    梶毛ダムは、洪水調整、既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための河川流量の

確保を目的として建設され、平成 20 年 10 月に竣工した。 

    当ダムは、石内川総合治水計画の一環をなしており、石内川沿川の治水安全度を向上

させる治水対策と「ひろしま西風新都」の宅地開発に伴う流出増対策を一体事業として

実施したもので、「地域整備ダム」とも呼ばれている。 

  〔経 緯〕 

   ○ 昭和 63 年 04 月 06 日 ： 建設事業に着手 

   ○ 平成 03 年 08 月 06 日 ： 工事用道路工事着手 

   ○ 平成 11 年 05 月 06 日 ： 損失補償基準確認書調印 

   ○ 平成 13 年 12 月 06 日 ： ダム本体工事に着手 

   ○ 平成 17 年 10 月 06 日 ： ダム本体工事完了、11 月より試験湛水開始 

   ○ 平成 18～19 年 23 日  ： 試験湛水を継続 

   ○ 平成 20 年 04 月 23 日 ： サーチャージ水位到達、6 月 30 日をもって湛水 

                 試験を完了させ、7 月 1 日から通常運用に移行 

   ○ 平成 20 年 10 月 09 日 ： 竣工式 

 

 

   ■ 本体                ■ 貯水池 

位置 広島市佐伯区五日市町石内 集水面積 3.5ｋｍ
2
 

形式 重力式コンクリートダム 湛水面積 0.08ｋｍ
2
 

総事業費 170 億円 総貯水容量 1,060,000ｍ
3
 

堤高 49.0ｍ 有効貯水容量 930,000ｍ
3
 

堤頂長 225.6ｍ 治水容量 650,000ｍ
3
 

堤体積 94,800ｍ
3
 利水容量 280,000ｍ

3
 

非常用洪水吐 巾 12.5ｍ      ８門 不特定用水 （ 280,000ｍ
3
 ） 

常用洪水吐 高 0.8ｍ 巾 1.0ｍ １門 サーチャージ水位 EL 181.6ｍ 

利水放流ｹﾞｰﾄ ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 径 0.25ｍ １条  常時満水位 EL 171.1ｍ 

 

    
       梶毛ダムで配布中のダムカード 
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４ 重点施策 

(1) 社会資本未来プラン及び関連計画等の策定 

 本県においては、「社会資本未来プラン」及び道路、河川等の事業別整備計画などの「関

連計画」に基づき、戦略的・計画的な社会資本の整備などを進めている。これまでの取組

の成果や課題、社会情勢の変化等を踏まえ、新たな県の総合計画として令和２年 10 月に策

定した「安心・誇り・挑戦 ひろしまビジョン」の目指す姿の実現を支えるため、今後 10

年間の社会資本分野の基本方針として、新たな「社会資本未来プラン」及び「関連計画」

等を令和３年３月に策定した。 

  

〔社会資本未来プラン及び関連計画体系図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島デジフラ構想 

広島県建設産業ビジョン 2021 

インフラ⽼朽化対策の中⻑期的な枠組み 

広島県道路整備計画 2021 ひろしま川づくり実施計画 2021 

ひろしま海岸防災プラン 2021 ひろしま砂防アクションプラン 2021 

広島県みなと・空港振興プラン 2021 県営住宅再編５箇年計画 

事業別整備計画 

広島県耐震改修促進計画（第３期）

関連計画（令和３年度〜令和７年度〔５年間〕） 

〔施策Ⅰ〕【安全・安心な県土づくり】 
〜 安全・安心を支える総合的な県土の強靭化 〜 

〔施策Ⅱ〕【県の強みを生かした県土づくり】 
〜 交流・連携を支えるネットワークの充実・強化 〜 

〔施策Ⅲ〕【魅⼒ある持続可能な県土づくり】 
〜 魅⼒的で持続可能な社会を支える基盤形成 〜 

〔県土づくりにおける共通施策〕 
〜 社会資本の適切な維持管理の推進 〜 

〔効果を高めるための施策〕 
〜 デジタルトランスフォーメーション（広島デジフラ構想）の推進 〜 

〔計画的に推進するための取組〕 
  事業別整備計画の着実な推進、社会資本を支える担い手の確保・育成、 
  多様な主体との連携、施策の点検 

安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン（令和３年度〜令和 12 年度〔10 年間〕） 

社会資本未来プラン（令和３年度〜令和 12 年度〔10 年間〕） 
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 (2) 施策別重点事業      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策Ⅰ〕安全・安心を支える総合的な県土の強靭化 

《主な取組》 

 平成 30 年７月豪雨等による被災地の復旧・復興を最優先で実施 

 防災機能を高める緊急輸送道路等の法面対策や橋梁耐震補強の推進 

 地域住民の暮らしと命を守るハード・ソフト一体となった治水・土砂災害対策の推進 

 放置艇による被害を解消するためプレジャーボートの適正保管の推進 

【主な事業（箇所）】（Ｒ３～Ｒ７年度） 

事業名 箇所名（所在地・地区名） 事業概要 

平成 30 年 7 月豪雨災害復旧事業 

令和元年災害復旧事業 

令和２年災害復旧事業 

令和３年災害復旧事業 

令和５年災害復旧事業 

広島市外 

安芸高田市外 

安芸高田市外 

広島市外 

広島市外 

公共土木施設の災害復旧 

全 657 箇所完成（令和７年５月） 

災害関連緊急事業 

（平成 30 年 7 月豪雨関連） 

熊野町外 緊急的に対処する砂防・急傾斜施設の整

備 

全 42 箇所完成（令和 4 年 3 月） 

砂防激甚災害特別緊急事業 

（平成 30 年 7 月豪雨関連） 

広島市外 再度災害防止対策 

全 63 箇所のうち 36 箇所完成（令和 7 年 3 月末時点） 

(一)三篠川災害復旧助成事業 広島市安佐北区白木町 河道拡幅、河床掘削、築堤 

(二)ひよき川砂防災害関連事業 広島市安芸区瀬野南 河道拡幅 

令和４年災害復旧事業 広島市外 公共土木施設の災害復旧 

全 17 箇所のうち 16 箇所完成（令和 7 年 5 月末時点） 

令和６年災害復旧事業 広島市外 全 12 箇所 公共土木施設の災害復旧 

(主)東海田広島線交通安全施設等整

備事業 

安芸郡海田町畝 歩道整備 

(主)江田島大柿線道路災害防除工事 江田島市大柿町柿浦 法面対策等 

(一)猿猴川高潮対策事業外 広島市南区松原町・京橋町

～仁保・向洋大原町外 

護岸工 

(一)安川広域河川改修事業外 広島市安佐南区外 護岸工 

根谷川支川 100 外 36 渓流通常砂防事

業 

広島市安佐北区外 砂防堰堤等 

中野東４丁目 20 地区外 35 地区急傾

斜地崩壊対策事業 

広島市安芸区外 法枠工等 

土砂災害警戒区域等標識設置 管内各小学校区・195 基 土砂災害警戒区域等の標識設置 

プレジャーボート等不法係留対策 長浜地区、鷲部公園地区 重点放置禁止区域指定 
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ア 公共土木施設災害復旧事業 

①平成 30 年７月豪雨公共土木施設災害復旧事業 

当事務所管内では、平成 30 年７月６日～７日朝にかけての記録的な大雨により、広島市

安佐北区、安芸区、安芸郡４町、江田島市において、24 時間雨量として 300mm を超える雨

量が観測された。 

この記録的な大雨により、管内では広島市、江田島市、安芸郡４町を中心として土砂災害

が 422 箇所発生し、土砂災害によって 47 名（県内 87 名）が犠牲になるという甚大な被害を

受けた。（平成 30 年７月豪雨災害による犠牲は、災害関連死を含め、管内で 66 名、県内で

153 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この災害を受け、当事務所では公共土木施設災害復旧事業を実施し、令和５年３月に全

462 箇所の復旧が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②災害関連緊急事業 

      平成 30 年 7 月豪雨災害の発生を受けて、広島県では、今後の復旧・復興に対する基本的

方針として「平成 30 年 7 月豪雨災害からの復旧・復興プラン」を策定し、被災地の復旧・

復興を最優先に取り組んでいる。当事務所管内でも、二次災害防止を図る緊急的な砂防堰

堤を整備する災害関連緊急砂防事業を 31 箇所、緊急的な急傾斜施設を整備する災害関連緊

急急傾斜地崩壊対策事業を 11 箇所計画し、令和３年度までに全て完成した。 

また、今後、豪雨が発生した際に流出すると想定される土砂への防災対策として、引き

続き実施する砂防激甚災害対策特別緊急事業については、令和 6 年度までに 36 箇所が完成

施工前 施工後 

二級河川総頭川（安芸郡坂町東四丁目（第 5098 号）） 

【復旧工事の実施状況】 

施工前 施工後 

熊野町川角の被災状況 坂町小屋浦の被災状況 
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し 19 箇所が施工中である。残り８箇所は事業用地が取得出来次第、引き続き、完成を目指

していく。なお、令和５年度までに砂防堰堤本堤等が未完成である箇所については、強固

な仮設物を設置して、一定の安全度向上を図っている。 

  ※砂防激甚災害対策緊急事業期間が終了したため、引き続き、通常砂防事業（激特フォロ

ー）として事業継続している。 

 

       

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【砂防激甚災害対策特別緊急事業】 

 

【椎川支川】再度災害防止事業の完了について 広 島 県

椎川支川

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡熊野町出来庭地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施し
ている再度災害防止事業が完了しました。（令和６年12月20日）

しいかわしせん

設計 ：中電 技術コンサ ルタント株式 会社
施工 ：株式 会社熊 野技 建
発注 ：西部 建設事 務所

位 置 図

平 面 図

堰 堤 一 般 図

L=58.0ｍ

H=12.5m

進捗状況荒 廃 状 況

拡 大 図

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
流域内には渓岸浸食や崩壊地が多数あり、渓流が著

しく荒廃している状況である。

補助基準点Ⅱ

補助基準点Ⅰ

【事業概要】
保全対象：人家59戸、町道L=約1、300ｍ

主な対策：砂防堰堤 2基
（補助Ⅰ）高さ 12.5ｍ、幅 58.0ｍ

（補助Ⅱ）高さ 10.0ｍ、幅 58.0ｍ
事業費 ：約8.8億円

補助基準点Ⅱ

L=58.0ｍ

H=10.0m

補助基準点Ⅰ

補助基準点Ⅰ

補助基準点Ⅱ

 
 

地 区 箇所数 

広島市南区 ２ 

広島市安佐北区 １ 

広島市安芸区 ５ 

江田島市 ４ 

府中町 １ 

海田町 １ 

熊野町 ５ 

坂町 １２ 

合 計 ３１ 

地 区 箇所数 

広島市南区 １ 

広島市安芸区 ２ 

江田島市 ２ 

海田町 １ 

熊野町 １ 

坂町 ４ 

  

  

合 計 １１ 

地 区 箇所数 

広島市南区 ３ 

広島市東区 ６ 

広島市安佐北区 ２ 

広島市安芸区 １４ 

江田島市 ５ 

府中町 ６ 

海田町 ４ 

熊野町 １２ 

坂町 １１ 

合 計 ６３ 

災害関連緊急砂防事業 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 砂防激甚災害特別緊急事業 

※災害関連緊急砂防事業と重複有 

○椎川支川 砂防激甚災害対策特別緊急事業 
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【東福田６支隣】再度災害防止事業の完了について 広 島 県

東福田６支隣

平成30年7月豪雨に伴い、広島市東区福田地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している
再度災害防止事業が完了しました。（令和6年12月24日）

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
渓流内には渓岸侵食や崩壊地が多数あり、

渓流が著しく荒廃している状況である。

ひがしふくだ６しとなり

【事業概要】
保全対象：人家158戸、高速道路L=178m、

市道L=2、187m
主な対策：砂防堰堤 1基

高さ9.0ｍ、幅56.0ｍ
事業費 ：3.2億円

設 計 ：相生エ ンジニアリング株式会社
施 工 ：占部建 設工業株式会 社
発 注 ：西部建 設事務所

位 置 図
平 面 図

堰 堤 一 般 図

L=56.0ｍ

H=9.0ｍ

進捗状況荒 廃 状 況

工 事 完 了（令和６年12月24日）

砂防堰堤

拡 大 図

③災害改良復旧事業 

【一級河川太田川水系 三篠川災害復旧助成事業】 

平成 30 年 7 月豪雨災害により三篠川では、溢水や越水による家屋等の流出・浸水や護岸

崩壊、橋梁等の損壊といった甚大な被害が発生した。このため、広島県では、平成６年度ま

でに災害復旧助成事業により、河道拡幅や河床掘削を行うことで流下能力を向上させ、被災

流量に対する家屋浸水被害の解消を図った。更なる治水安全度の向上にむけて、引き続き、

護岸整備等を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東福田６支隣 砂防激甚災害対策特別緊急事業 
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【二級河川瀬野川水系ひよき川砂防災害関連事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④令和元年公共土木施設災害 

令和元年においては、７月 18 日～22 日に発生した梅雨前線と台風による豪雨、及び８

月 21 日～22 日に発生した前線による豪雨により、安芸高田市及び広島市において合計 32

箇所、被害額約 390 百万円の公共土木施設災害が発生した。 

令和元年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

この災害を受け、当事務所では公共土木施設災害復旧事業を実施し、令和５年 12 月に全

32 箇所の復旧が完了した。 

 

⑤令和２年公共土木施設災害 

令和２年においては、７月５日～11 日及び７月 13 日～16 日に発生した梅雨前線による

豪雨により、安芸高田市、広島市安佐北区、安芸区、東区、安芸郡府中町、海田町、熊野

町及び江田島市において、合計 52 箇所、被害額約 975 百万円の公共土木施設災害が発生し

た。 

令和２年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

この災害を受け、当事務所では公共土木施設災害復旧事業を実施し、令和６年２月に全

52 箇所の復旧が完了した。 

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額
１次査定 23 212,839 6 71,168 1 3,061 30 287,068
２次査定 － － 2 103,050 － － 2 103,050

計 23 212,839 8 174,218 1 3,061 32 390,118

単位：件数，千円
河川 砂防設備 道路 計査定次数

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額

３次査定 37 757,764 9 144,342 6 72,763 52 974,869

河川 砂防設備 道路 計
単位：件数，千円

査定次数
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⑥令和３年公共土木施設災害 

令和３年においては、７月７日～12 日の梅雨前線及び８月 11 日～22 日の前線による豪

雨により、安芸高田市、広島市安芸区、安佐南区、安佐北区、西区、東区、佐伯区、安芸

郡海田町、熊野町及び江田島市において、合計 296 箇所、被害額約 5,890 百万円の公共土

木施設災害が発生した。 

令和３年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月、安芸高田市域の事業箇所を北部建設事務所に移管し、令和７年３月に、

全 102 箇所の復旧が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額

３次査定 10         193,442        6         56,821          -      -             16         250,263        

７次査定 2           70,935         -      -             -      -             2           70,935          

８次査定 3           19,849         1         9,513           -      -             4           29,362          

９次査定 19         256,364        5         76,554          3         12,740          27         345,658        

１０次査定 34         471,675        6         130,320        -      -             40         601,995        

１１次査定 41         655,451        5         76,400          1         9,576           47         741,427        

１２次査定 44         635,368        7         105,837        -      -             51         741,205        

１３次査定 29         598,754        12       157,917        1         6,032           42         762,703        

１４次査定 28         1,184,759      28       807,008        11       354,897        67         2,346,664      

計 210       4,086,597      70       1,420,370      16       383,245        296       5,890,212      

査定次数

単位：件数，千円

河川 砂防設備 道路 合計

施工前 施工後 

二級河川瀬野川水系 熊野川（広島市安芸区阿戸町（第 7 号）） 
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単位：件数，千円

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額
５次査定 1 14,465 1 14,465
８次査定 4 80,047 6 94,208 1 105,135 11 279,390

計 4 80,047 7 108,673 1 105,135 12 293,855

査定次数
河川 砂防設備 道路 計

⑦令和４年公共土木施設災害 

令和４年においては、９月 18 日～20 日に発生した台風 14 号による豪雨により、広島市

東区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、安芸区、江田島市、安芸高田市及び安芸郡熊野町に

おいて、合計 21 箇所、被害額約 483 百万円の公共土木施設災害が発生した。 

令和４年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

 

令和６年４月、安芸高田市域の事業を北部建設事務所に移管し、令和７年５月末時点

で、17 箇所のうち 16 箇所の復旧が完了している。 

 

⑧令和５年公共土木施設災害 

令和５年においては、７月７日～10 日の梅雨前線豪雨により、広島市東区、安佐北区、

江田島市、安芸高田市及び安芸郡熊野町において、合計 17 箇所、被害額約 603 百万円の公

共土木施設災害が発生した。 

令和５年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

 

令和６年４月、安芸高田市域の事業を北部建設事務所に移管し、令和７年５月に全９

箇所が完了した。 

 

⑨令和６年公共土木施設災害 

令和６年においては、８月４日～５日及び 11 月１日～２日の停滞前線の影響等により広

島市安佐南区、安佐北区、安芸区、江田島市、安芸郡熊野町において、合計 12 箇所、被害

額約 294 百万円の公共土木施設災害が発生した。 

令和６年における公共土木施設災害復旧事業の査定状況については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

この災害を受け、当事務所では公共土木施設災害復旧事業を実施している。 

 

 

 

 

 

 

単位：件数，千円

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額
３次査定 12 267,869 4 47,002 1 288,439 17 603,310

計 12 267,869 4 47,002 1 288,439 17 603,310

河川 砂防設備 道路 計
査定次数

箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額
３次査定 5 194,639 2 85,914 1 28,620 8 309,173
４次査定 8 112,167 5 61,812 － － 13 173,979

計 13 306,806 7 147,726 1 28,620 21 483,152

単位：件数，千円

査定次数
河川 砂防設備 道路 計
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イ 交通安全施設等整備事業 

交通事故の防止と安全で快適な道路環

境の確保を目的として、通学路交通安全

プログラムに基づき、合同点検等を実施

し「通学路安全確保のためのＰＤＣＡ」

を実行しながら、歩道の設置や防護柵等

の整備を進める。 

                            

 

 

 

 

 

 

ウ 道路防災事業 

   山腹斜面からの落石や土砂崩壊等から

道路交通の安全を確保するため、落石等

危険箇所の総点検を行っており、緊急度

の高い箇所から法面対策工事を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 河川の整備 

平成９年の河川法の改正に伴い河川計

画の制度が改められ、地域の意見を踏まえ

た河川整備の推進を図ることとなり、従来

の「工事実施基本計画」にかわり、河川整

備の基本となるべき方針に関する事項を

定める「河川整備基本方針」と具体的な河

川整備に関する事項を定める「河川整備計

画」の策定が義務付けられた。 

当事務所管内では、「河川整備基本方針」 

及び「河川整備計画」を策定し、次に示す 

河川整備を実施している。 

 

 

 

（主）東海田広島線 交通安全施設等整備 
工事（安芸郡海田町畝） 

（主）江田島大柿線 道路災害防除工事 
（江田島市大柿町柿浦） 

高潮対策事業 猿猴川（広島市） 
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主な整備の概要 

①猿猴川高潮対策事業 

事 業 場 所 広島市南区松原町・京橋町～向洋大原町・仁保沖町 

計 画 高 潮 位 T.P+4.4ｍ 

全体計画延長 左岸 L=5.5ｋｍ 右岸 L=6.2ｋｍ 

全 体 事 業 費 27,900 百万円 

事 業 期 間 昭和 45 年度～ 

 

②安川広域河川改修事業 

事 業 場 所 広島市安佐南区 

全体計画延長 L=7,990ｍ 

計 画 流 量 450ｍ3/s 

事 業 費 6,103 百万円 

事 業 期 間 平成４年度～ 

 

 

オ 砂防・急傾斜地の整備 

①砂防施設の整備 

荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部に存在する人家、耕地、公共施

設等を守ることを目的として整備する。 

令和７年度における通常砂防事業（公共）≪災害関連事業は除く≫は、根谷川支川

100（広島市安佐北区）、東山本川（広島市安佐南区）などを予定している。 

 

   事業採択要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

②急傾斜地崩壊対策施設の整備 

急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するために急傾斜地の崩壊を防止

する対策を実施し、民生の安定と国土の保全に資することを目的として整備する。 

令和７年度における急傾斜地崩壊対策事業（公共）≪災害関連事業は除く≫は、中

野東４丁目 20 地区（広島市安芸区）などを予定している。 

 

① １件あたり事業費が１億円以上のもの 

② 今後の豪雨等により多量の土砂を流下 

 する恐れのある渓流で、公共施設（官庁、 

 学校、病院、道路等のうち相当規模以上 

 のもの）、市街地、集落（人家 50 戸以上）、 

 耕地（耕地面積 30 ha 以上）の保護効果 

 のあるもの 

砂防事業の施工例 

奥畑川支川 19 砂防堰堤（広島市安佐南区） 
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  事業採択要件（県事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                         急傾斜地崩壊対策事業の施工例 

                       亀山南二丁目 17 地区（広島市安佐北区） 

 

カ 土砂災害防止法に基づく区域の見直し及び認知度向上 

①土砂災害防止法に基づく区域の見直し 

平成 11 年６月の広島市西部で発生した災害を契機に、土砂災害から国民の生命・身体を

守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や新規住宅開発

の抑制等を目的とする「土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律）」が制定され、平成 13 年４月１日より施行された。 

当事務所管内では、平成 27 年３月に策定された基礎調査実施計画に基づき、管内全ての

小学校区において、令和元年 12 月に区域指定を完了した。 

今後は、砂防関係事業による対策工事が完成した場合等において、区域の見直しを順次実

施していく。 

 

②土砂災害警戒区域等の認知度向上 

当事務所管内では、土砂災害警戒区域等の指定に合わせ、各市町のホームページでの公表

など、住民に対して土砂災害の恐れのある区域についての周知を図ってきた。 

しかし、平成 30 年７月豪雨による被災地域において実施した避難実態に関するアンケー

ト調査では、土砂災害警戒区域等が住民に十分認識されていないことが明らかになってお

り、大きな課題となっている。 

このような状況を踏まえ、土砂災害に対して実効性のある避難を確保するために、土砂災

害の恐れのある区域をより一層周知する必要があることから、管内の各小学校区等に「土砂

災害警戒区域等を示した標識」を令和５年度末までに設置した。（140 校区、195 基） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① １件あたりの事業費が 7,000 万円以上 

 のもの 

② 急傾斜地の高さが 10ｍ以上あること 

③ 移転候補地がないこと 

④ 人家概ね 10 戸（公共的建物を含む。） 

 以上に倒壊等著しい被害を及ぼす恐れの 

 あるもの 

 
 



26 

 

【土砂災害警戒区域等を示した標識設置状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

三入小学校（広島市安佐北区）            切串小学校（江田島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊野第二小学校（安芸郡熊野町）            坂小学校（安芸郡坂町） 
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キ プレジャーボート等不法係留対策 

①河川区域 

広島湾地域の河川や港湾には、2,214 隻(平成 18 年国土交通省・農林水産省のプレジャー

ボート全国実態調査)の不法係留されたプレジャーボートがあり、うち、県知事管理の 2 河

川(京橋川・猿猴川)には、567 隻が不法に係留されていた。 

河川区域内の不法係留対策を進めるため、平成 10 年 9 月に国土交通省中国地方整備局と

共同で「太田川水系不法係留対策に係る計画」を策定し、不法係留船の対策に着手した。プ

レジャーボートの放置による問題が大きいと認められる河川から、係留保管施設の整備状

況に応じて、順次「重点的撤去区域」を指定し、適正な不法係留船対策に取り組んで来た。 

当所では、平成 19 年 10 月に、京橋川及び猿猴川の全域を重点的撤去区域に指定、平成

23 年 2 月には、瀬野川、矢野川、御幸川及び岡ノ下川の 4 河川を重点的撤去区域に指定し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

②一般海域 

平成 30 年 3 月に策定された放置艇解消のための基本方針に基づき、海域におけるプレジ

ャーボートの適正保管のため、重点放置禁止区域の指定に取り組んで来た。当所が管理する

一般海域では、5 区域を指定している。 

          

 

 

 

 

プレジャーボート等不法係留の状況(プレジャーボート全国実態調査(国土交通省他)) 

 河川名 H26 年調査 H30 年調査 R4 年調査 
京橋川 5 7 7 
猿猴川 120 69 55 
瀬野川 1 ‐ - 
矢野川 ‐ ‐ - 
御幸川 30 31 31 
岡ノ下川 1 2 2 
計 157 109 95 

 

区 域 の 名 称 重点放置禁止区域指定日 備 考 
坂町小屋浦地区(安芸郡坂町) 令和元年 11 月 7 日  
王泊地区(江田島市) 令和２年 11 月 5 日  
島戸地区(江田島市) 令和３年 4 月 22 日  
鷲部公園南船だまり(江田島市) 令和６年 1 月 11 日  
長浜地区(江田島市) 令和６年 1 月 11 日  
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ア 道路の整備 

経済活動の広域化や地域間競争が激化する中で、広域的な交流・連携の強化は緊急の課題

となっている。一方で、近年の財政状況の悪化等により、より効率的かつ戦略的な予算執行

が求められているため、広島県では「広島県道路整備計画２０２１」に基づき高規格幹線道

路や地域高規格道路など広域交通ネットワークの強化を重点的に進めることとしている。 

当事務所では、広域交通ネットワークを補完し、地域間の交流を促進する道路である主要

地方道矢野安浦線のうち熊野バイパス工区について令和２年度から事業に着手するとともに、

一般国道 487 号についても令和２年度から事業に着手し、早期完成を目指して取組みを推進

している。 

 

①主要地方道 矢野安浦線（川角工区・熊野バイパス工区） 

起 終 点 安芸郡熊野町川角～萩原 

路線延長 約 2.4ｋｍ 

道路規格 第４種第１級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な取組》 

 企業活動や県民生活を支える広域交通ネットワーク及び地域間交流を促進する道路整備を

推進 

 狭隘区間や線形不良箇所を解消し安全快適な道路空間を形成するための道路整備の推進 

【主な事業（箇所）】（Ｒ３～Ｒ７年度） 

事業名 箇所名（所在地・地区名） 事業概要 

(主)矢野安浦線道路改良事業 安芸郡熊野町出来庭 道路整備 

(国)487 号緊急地方道整備・道路改良事業 江田島市江田島町中郷 道路整備 

 

〔施策Ⅱ〕交流・連携を支えるネットワークの充実・強化 
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②一般国道 487 号 

【中郷工区】 

   起 終 点 江田島市江田島町宮ノ原～中央 

   路線延長 約 1.3ｋｍ 

   道路規格 第３種第２級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （主）江田島大柿線 

一般国道 487 号 中郷区間（狭隘区間の解消） 

第 1術科学校 

中郷ﾄﾝﾈﾙ 

御殿山ﾄﾝﾈﾙ 
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ア 広島市東部地区連続立体交差事業 

広島都市圏東部の向洋駅及び海田市駅周辺は、山陽本線・呉線によって市街地が分断され、

踏切遮断による交通渋滞等により、都市機能が著しく阻害された状況となっている。このた

め、当該地域において、都市交通の円滑化を図り、市街地の一体化及び健全な街づくりを行

うことを目的として連続立体交差事業を推進するものである。 

また、これと併せて関連街路の整備や、向洋駅及び海田市駅周辺における土地区画整理事

業を行い、安全で住み良い居住環境の改善と拠点機能の強化を図ることとしている。 

当該事業については、令和元年５月に都市計画変更を行い、同年 10 月の事業認可を経て、

設計等を進めてきたところである。令和２年６月にはＪＲ西日本との協議が整ったため、当

該事業のⅠ期区間（向洋駅周辺）の工事基本協定を県・広島市及びＪＲ西日本の３者で締結

し、早期完成に向けて事業推進を図っている。 

 

事業概要 

(a) 事業区間及び事業主体 

事業区間は次図のとおり。このうち、府中町・海田町の地域は広島県が、広島市域は

広島市が事業主体として施行する。 

(b) 事業箇所 

広島市（南区青崎、安芸区船越）、安芸郡府中町、安芸郡海田町 

(c) 事業内容 

山陽本線・呉線の高架化 

事業箇所名 事業主体 事業延長 踏切除却 

広島市東部地区 
広島県 

広島市 

山陽本線 3.9km 

呉  線 1.2km 

山陽本線 12 ヶ所 

呉  線  4 ヶ所 

 

 

 

 

《主な取組》 

 道路と鉄道を立体交差化することで交通混雑の解消及び安全性の向上などの都市機能の向

上を図るための広島市東部地区続立体交差事業の推進 

 安全で円滑な都市交通の確保及び都市環境の整備の推進 

【主な事業（箇所）】（Ｒ３～Ｒ７年度） 

事業名 箇所名（所在地・地区名） 事業概要 

広島市東部連続立体交差事業 JR 山陽本線 安芸郡海田町成本～安芸郡府中町鹿籠一丁目 

JR 呉線   安芸郡海田町南大正町～安芸郡海田町新町 

JR 山陽本線と 

JR 呉線の高架化 

(都)坂中央線 安芸郡坂町平成ヶ浜～坂町坂東 道路整備 

(一部高架) 

(都)青崎池尻線街路事業 安芸郡府中町青崎中～桃山二丁目 道路整備 

 

〔施策Ⅲ〕魅力的で持続可能な社会を支える基盤形成 
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イ 街路事業 

安全で円滑な都市交通の確保及び都市環境の整備を図るため、「広島県道路整備計画2021」

に基づき、坂中央線の街路整備を進めている。 

坂中央線 

坂中央線街路整備事業は、ＪＲ呉線と国道 31 号に分断された新市街地と旧市街地の交

流・連携の強化と、国道交差点およびＪＲ踏切により生じる渋滞の緩和を目的とする事業

であり、一般県道坂小屋浦線道路改良事業と一体的に進めている。平成 22 年度に事業着

手し、令和５年度から総頭川渡河部工事に着手するとともに用地買収を進め、早期完成に

向けて事業推進を図っている。 

 

【都市計画道路坂中央線・一般県道坂小屋浦線の概要】 

(a) 延 長 Ｌ＝約 1.5km 

(b) 事業箇所 安芸郡坂町平成ヶ浜～坂町坂東 

(c) 道路構造 幅員 Ｗ＝17ｍ（2車線） 

(d) 構 造 平面、一部高架構造（ＪＲ呉線高架部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業区間 完成予想図（イメージ図） 
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補修前 補修後 

主要地方道 東海田広島線 国信橋（安芸郡海田町国信） 

 

 

 

 

 

 

ア アセットマネジメントの推進 

本県では、これまで道路、河川、砂防や港湾など、多岐にわたる公共土木施設の整備に積

極的に取り組んできた。その結果、いまだ十分とはいえないものの、高度成長期を経て多く

の公共土木施設を整備し、社会経済活動や県民生活の向上を支えてきた。 

しかしながら、高度成長期に整備された多くは、既に建設後 50 年を迎えており、今後、

集中的に更新時期を迎えることから、既存施設を有効に活用し、維持修繕費を含めた総合コ

ストの縮減及び施設の長寿命化を図る必要がある。 

このため、広島県では計画的かつ効率的な維持管理を推進するとともに、体系的に維持管

理を進めるためのアセットマネジメントを行っている。 

そこで、当所では、アセットマネジメントの基礎となる既存施設のデータ（延長、幅、構

造、材質、施工年度、補修履歴など）を体系的に整備するために、各施設の重要度や優先度

に応じてパトロールや定期点検など計画的に施設点検を実施している。 

 

（今までの取組状況） 

平成 17 年度に「公共土木施設維持管理基本計画」を策定し、それに基づいて、各種マ

ニュアルの策定、施設点検及びシステムの構築などを行ってきた。 

現在は、老朽化対策の今後の取組を示す「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」

に位置付けられた施設分類毎の「修繕方針」に沿って、計画的な維持管理に取り組んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な取組》 

 社会インフラの計画的な老朽化対策の推進 

 河川の流下能力を確保するための計画的な堆積土等除去の推進 

 

〔共通施策〕社会資本の適切な維持管理の推進 
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イ 河川の堆積土等除去の推進 

計画的に堆積土の除去を行うことにより河道が本来持っている流下能力を確保・維持し、

浸水被害の軽減、人命の保全、社会経済活動の深刻な被害の軽減を図る。 

（計画目標） 

・ レベル３の無い状態を維持する。 

  ・ レベル２のうち、一定規模の洪水により河川背後地において床上浸水被害、役場や重要施 

設（避難所、医療施設など）に浸水被害が発生するおそれのある箇所の解消を目指す。 

  【堆積土・樹木が治水に与える影響】 

 

 

 

 

 

【堆積土の分類と状態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【樹木の分類と状態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※阻害率 
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        二級河川 八幡
はちまん

川 沈砂池 （広島市西区己斐上一丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堆積状況（撤去前） 堆積土撤去後 
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ウ 事務移譲 

    広島県では、平成１６年度に策定した「分権改革推進計画」に基づき、住民に身近な行政

サービスについては、基礎自治体において総合的に展開できるよう、県内市町への事務・権

限の移譲を推進してきた。現在、市町が担当する事務は下表のとおりとなっている。 

     

市町名 

事務名 

道路改良 
交通安全施設

整備(二種) 

道路施設等 

維持 

急傾斜 

維持修繕 

河川改良・維持

修繕 

広島市    市内一円 ― 

江田島市 

・大君深江線

（深江新開） 

・深江柿浦線 

市内一円 市内一円※ 市内一円 

・永田川 

・才越川 

・田之上川 

・小鹿野川 

・田中川 

府中町 ― 町内一円 町内一円 町内一円 ― 

海田町 ― 町内一円 
町内一円※

（除雪含む） 
町内一円 ― 

熊野町 ― 町内一円 町内一円※ 町内一円 ― 

坂町 ― 町内一円 町内一円 町内一円 ・総頭川 

   ※事務移譲【対象外】路線 

 国道４８７号（江田島市）、国道２号（海田町）、主要地方道矢野安浦線（熊野町） 

   ※広島市（政令市）の区域内に存する国道（県管理）及び県道は、道路法第 17 条第 1 項に

より、広島市が行う。 

 

(3) 総合計画図（別冊） 

当事務所管内市町における事業別整備計画に掲げる令和３年度から令和７年度の

５年間に実施する主な事業は次のとおりである。  



５　主要関連資料

 （１）予算の概要

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(179) (9,249,969) (184) (8,834,334) (117) (4,749,871)

138 3,679,925 108 3,865,334 129 3,436,841

(5) (2,239,566) (6) (2,176,949) (2) (1,899,376)

4 2,253,000 6 354,520 3 2,000,960

(184) (11,489,535) (190) (11,011,283) (119) (6,649,247)

142 5,932,925 114 4,219,854 132 5,437,801

(48) (846,881) (51) (878,087) (11) (168,979)

6 161,242 9 105,378 10 219,437

0 0 0 0 0 0

(48) (846,881) (51) (878,087) (11) (168,979)

6 161,242 9 105,378 10 219,437

(40) (634,964) (31) (621,420) (41) (503,398)

46 903,600 40 533,190 40 901,860

(3) (12,645) (3) (9,696) (2) (1,030)

4 12,400 5 12,807 4 6,750

(43) (647,609) (34) (631,116) (43) (504,428)

50 916,000 45 545,997 44 908,610

(267,397) (284,390) (534,624)

1,181,060 838,079 1,310,216

0 0 0

(267,397) (284,390) (534,624)

1,181,060 838,079 1,310,216

(1) (150,393) (1) (50,885) (3) (315,000)

5 391,300 3 147,438 7 274,893

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(1) (150,393) (1) (50,885) (3) (315,000)

5 391,300 3 147,438 7 274,893

(268) (11,149,604) (267) (10,669,116) (172) (6,271,872)

195 6,317,127 160 5,489,419 186 6,143,247

(8) (2,252,211) (9) (2,186,645) (4) (1,900,406)

8 2,265,400 11 367,327 7 2,007,710

(276) (13,401,815) (276) (12,855,761) (176) (8,172,278)

203 8,582,527 171 5,856,746 193 8,150,957

（注）上段（　　　）書きは前年度からの繰越事業で外数である。

合　　計

計

災害復旧
事業

土木事業 136.1

都市事業 -

計 136.1

単独建設
事業

土木事業 99.8

都市事業 54.4

計

令和６年度

区　　　分

土木事業

都市事業公共事業

令和７年度

93.4

88.8

91.7

前年度比
B/A
％

99.2

維持修繕

土木事業 110.9

都市事業 -

計 110.9

受託事業

土木事業 70.3

都市事業 -

計 70.3

計 95.0

土木事業 97.2

都市事業 88.6
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　ア　公共事業の状況

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

事　業　名 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(3) (223,200) (3) (218,816) (2) (291,700)

2 509,000 2 372,720 2 464,000

(3) (324,500) (3) (309,982) (5) (629,200)

5 800,500 3 181,037 5 608,500

(1) (1,050) (1) (1,000) (1) (2,100)

1 4,300 1 4,144 1 31,500

(1) (15,750) (0) (0) (1) (7,680)

2 16,200 1 3,180 1 13,000

(5) (45,800) (5) (46,400) (5) (245,503)

4 238,875 3 46,997 2 38,850

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(13) (610,300) (12) (576,198) (14) (1,176,183)

14 1,568,875 10 608,078 11 1,155,850

(7) (888,762) (6) (784,439) (7) (369,308)

6 201,274 6 67,967 7 150,150

(4) (318,654) (2) (307,480) (3) (87,084)

3 115,500 2 45,062 3 254,100

(1) (1,057,573) (1) (1,057,573) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(2) (241,185) (2) (229,700) (2) (208,365)

2 94,806 2 41,850 2 123,361

(14) (2,506,174) (11) (2,379,192) (12) (664,757)

11 411,580 10 154,879 12 527,611

通常砂防 (67) (2,635,803) (70) (2,507,288) (57) (2,191,340)

（公共事業） 74 735,000 64 2,757,400 69 1,023,593

(29) (707,087) (60) (673,715) (32) (665,651)

37 904,470 22 310,947 34 672,787

(54) (2,722,601) (29) (2,629,937) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

通常砂防 0 (0) (0) (0) (0) (0)

（公共事業・システム） 0 0 0 0 1 3,000

通常砂防 (1) (34,002) (1) (34,002) (1) (25,970)

（公共事業・調査費） 1 30,000 1 30,000 1 27,000

急傾斜地崩壊対策 (1) (34,002) (1) (34,002) (1) (25,970)

（公共事業・調査費） 1 30,000 1 4,030 1 27,000

(152) (6,133,495) (161) (5,878,944) (91) (2,908,931)

113 1,699,470 88 3,102,377 106 1,753,380

(179) (9,249,969) (184) (8,834,334) (117) (4,749,871)

138 3,679,925 108 3,865,334 129 3,436,841

(0) (0) (0) (0) (2) (1,899,376)

4 2,253,000 6 354,520 3 2,000,960

(5) (2,239,566) (6) (2,176,949) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(5) (2,239,566) (6) (2,176,949) (2) (1,899,376)

4 2,253,000 6 354,520 3 2,000,960

128.2

74.6

220.0

    －

130.1

93.4

139.3

74.4

―

―

103.2

90.0

90.0

土木事業計

計

砂防激甚災害特別緊急事業

砂
　
　
　
防

急傾斜地崩壊対策

都市事業計

街路事業
（公共事業）

88.8

88.8

街路事業
（交付金・公共）

    －

都
市
事
業

前年度比
B/A
％

91.2

76.0

732.6交通安全（通常）

道路改良（通常）

道路改良
（交付金・公共）

堰堤改良事業

河
川

河川改修

計

道路災害防除（通
常）

交通安全
（交付金・公共）

舗装補修
（交付金・公共）

除雪
（交付金・公共）

80.2
道
　
　
　
路

高潮対策

河川災害関連事業

計 73.7

    －

    －

16.3
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　イ　災害復旧事業の状況

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(31) (624,227) (40) (606,197) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(7) (178,292) (7) (179,836) (1) (42,880)

1 58,465 1 24,110 0 0

(0) (0) (0) (46,027) (4) (41,296)

5 102,777 3 44,539 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 10 219,437

(38) (802,519) (47) (832,060) (5) (84,176)

6 161,242 4 68,649 10 219,437

(4) (44,362) (4) (46,027) (0) (0)

0 0 0 0 0 0

(6) (0) (0) (0) (6) (84,803)

0 0 3 30,100 0 0

(10) (44,362) (4) (46,027) (6) (84,803)

0 0 3 30,100 0 0

(48) (846,881) (51) (878,087) (11) (168,979)

6 161,242 7 98,749 10 219,437

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 2 6,629 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 2 6,629 0 0

　ウ　単独建設事業の状況

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(10) (323,600) (10) (328,025) (9) (157,501)

12 412,000 9 257,666 12 410,000

(2) (11,700) (1) (10,805) (2) (5,000)

2 7,300 1 2,100 2 6,360

(12) (335,300) (11) (338,830) (11) (162,501)

14 419,300 10 259,766 14 416,360

(15) (215,865) (10) (205,496) (14) (227,702)

15 307,000 15 112,700 12 380,000

(15) (215,865) (10) (205,496) (14) (227,702)

15 307,000 15 112,700 12 380,000

(13) (83,799) (10) (77,094) (15) (110,595)

16 174,700 15 160,724 13 102,900

(0) (0) (0) (0) (1) (2,600)

1 2,600 0 0 1 2,600

(13) (83,799) (10) (77,094) (16) (113,195)

17 177,300 15 160,724 14 105,500

(0) 0 (0)

0 0 0

(40) (634,964) (31) (621,420) (41) (503,398)

46 903,600 40 533,190 40 901,860

-

-

令和６年発生災害 -

令和５年発生災害 -

-

前年度比
B/A
％事　業　名

-

令和４年発生災害

令和６年発生災害

-

-

令和３年発生災害

-令和５年発生災害

前年度比
B/A
％

道路改良

交通安全施設

事　業　名

道
　
　
　
路

99.5

99.3計

0.0

砂
　
　
　
　
防

87.1

県土防災対策緊急事業

河
　
　
　
川

河川改良

100.0

123.8計

通常砂防

急傾斜地崩壊対策

計 59.5

58.9

123.8

土木事業計 99.8

公
　
共
　
事
　
業

過
年
発
生
災
害

計

単
独
事
業

令和６年発生災害

計

合　　計

-

合　　計 -
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区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(3) (12,645) (3) (9,696) (2) (1,030)

4 12,400 5 12,807 4 6,750

(3) (12,645) (3) (9,696) (2) (1,030)

4 12,400 5 12,807 4 6,750

　エ　維持修繕の状況

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(0) (0) (5,000)

22,900 17,900 21,000

(17,705) (17,705) (38,273)

87,000 48,727 92,000

(1,298) (1,298) (52,954)

132,600 124,646 233,100

(19,003) (19,003) (96,227)

242,500 191,273 346,100

(0) (0) (0)

3,400 4,900 3,130

(66,860) (66,860) (84,827)

325,980 277,653 360,426

(95,704) (95,704) (223,250)

385,000 192,190 381,000

(162,564) (162,564) (308,077)

714,380 474,743 744,556

(52,211) (63,204) (72,733)

128,800 133,800 122,450

(33,619) (33,619) (57,587)

94,510 37,723 96,510

(85,830) (96,823) (130,320)

223,310 171,523 218,960

870 540 600

870 540 600

(0) (6,000) (0)

0 0 0

(267,397) (284,390) (534,624)

1,181,060 838,079 1,310,216

計 142.7

港湾維持修繕 69.0

砂防維持修繕 95.1

急傾斜維持修繕 102.1

前年度比
B/A
％事　業　名

前年度比
B/A
％

街路事業 54.4

事　業　名

54.4都市事業計

都
市
事
業

舗装道補修 105.7

河
　
川

海岸維持修繕 92.1

護岸等修繕 110.6

計 104.2

河道浚渫 99.0

道
　
路

道路災害防除 91.7

道路施設等維持 175.8

土木事業計 110.9

98.1

港
湾

計 69.0

砂
　
防

計

総合維持費 0.0
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　オ　受託事業

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

事　業　名 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 1 1,200

(1) (150,393) (1) (50,885) (1) (200,000)

2 230,000 0 0 2 61,000

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

1 41,300 1 27,438 1 8,913

(0) (0) (0) (0) (2) (115,000)

2 120,000 2 120,000 3 203,780

(1) (150,393) (1) (50,885) (3) (315,000)

5 391,300 3 147,438 7 274,893

【参 考】

区　　分 令和６年度 令和７年度

当　　　初　(A) 最　　　終 当　　　初　(B)

事　業　名 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円） 箇所数 事業費（千円）

38,079 36,379 42,869

2,842 2,842 2,842

680 0 431

0 350 0

41,601 39,571 46,142

そ
の
他
事
業

ダム管理 112.6

魚切ダム貯水池
水質改善事業

100.0

放置艇対策費 -

都市計画関連審議会
等運営費

    －

計 110.9

前年度比
B/A
％

前年度比
B/A
％

受
　
託
　
事
　
業

道路     －

河川 26.5

砂防 21.6

計 70.3

その他 169.8
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(2) 用地補償の状況 

令 和 ６ 年 度（ 実 績 ） 

                             （令和 7年 3月 31 日現在） 

事   業   名 
用地補償費 

（千円） 

事 業 

箇所数 

土  地 

買収筆数 

家  屋 

移転件数 
備 考 

公 

 

共 

 

事 

 

業 

道路改良事業 36,633 1 9 0  

河川災害関連事業 36,995 1 18 0  

通常砂防事業 75,690 5 23 0  

砂防激甚災害対策特別緊急事業 2,681 5 1 0   

街路事業 138,946 1 0 0  

道路改良事業（交付金） 8,917 2 1 0   

河川改修事業（交付金） 5,055 1 0 0  

高潮対策（交付金） 4,876 1 2 0  

通常砂防事業（交付金） 79,241 12 65 1  

急傾斜地崩壊対策事業（交付金） 1,342 12 0 0 使用貸借 

街路事業（交付金） 99,078 3 11 0  

小  計 489,460 44 130 1  

単 

 

独 

 

事 

 

業 

道路改良事業 4,680 2 0 0   

河川改良事業 25,383 2 1 0  

河川事業（市町土木事業受託） 26,858 1 0 0  

通常砂防事業 1,250 2 0 0  

街路事業 309 1 2 0   

小  計 58,482 8 3 1  

先

行

取

得 

土地開発公社資金 96,717 3 29 1   

小  計 96,717 3 29 1   

  合  計 644,660 55 162 3   

※用地補償費には繰越額を含む。 

※端数処理のため，合計額が一致しない場合がある。 

 

令 和 ７ 年 度（ 計 画 ） 

                             （令和 7年 4月 1日現在） 

事   業   名 
用地補償費 

（千円） 

事 業 

箇所数 
備 考 

公  共  事  業 1,123,265 57  

単  独  事  業 117,770 15  

先  行  取  得 0 0  

計 1,241,035 72  
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 (3) 管理の状況                                 

   ア 道路の管理 

    管内の道路は、一般国道２路線、県道 22 路線で、132.51 キロメートルである。 

    これらの道路における安全の確保と機能の向上を図るため、職員による通常パトロー

ル及び委託業者による道路巡視により、危険箇所の点検、不法占用物件の除去、その他

路面異常の早期発見に努めている。 

  イ 河川の管理 

    管内の河川は、県知事管理の一級河川が 41 河川、201.77 キロメートル、二級河川が

19 河川、94.95 キロメートルである。 

    これらの管理に当っては、河川法の規定に基づき適正な河川の利用と、流水の正常な

維持ができるように努めるとともに、河川敷地内に存在する不法占用物件の除去等適正

な維持管理に努めている。 

  ウ 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域の管理 

    管内の砂防指定地は 770 箇所、急傾斜地崩壊危険区域は 621 箇所、地すべり防止区域

は２箇所を指定している。 

    これらの管理に当っては、有害行為の取締り、パトロールの強化及び警戒避難体制の

充実に努めている。 

  エ 海岸保全区域の管理 

    管内では、国土交通省所管の海岸保全区域として８箇所を指定している。 

    これらの管理に当っては、パトロール等により、危険箇所の早期発見、不法占用物件

の除去等適正な利用、運営等がなされるよう維持管理に努めている。 

  オ 広島県アダプト制度について 

    マイロードシステム、ラブリバー制度を統合して、平成 20年度からアダプト団体に

活動奨励金を支給する広島アダプト活動支援事業がスタートし、住民、企業、団体等と

県・市町・ＮＰＯ法人が協力して、道路、河川の管理、美化活動に取り組んでいる。 

  カ 道路、河川、砂防等の許可等件数 

区      分 
許 可 等 件 数  

備考 
令和５年度 令和６年度 

道 路 占 用 許 可 
新規 425 244  

更新 276 164  

道 路 改 築 承 認  31 18  

道 路 工 事 施 工 命 令  64 36  

特 殊 車 両 通 行 許 可 

新規 142 262  

更新 16 45  

協議 546 600  

河 川 法 承 認 （ ２ ０ 条 ）       0 1  

河 川 法 許 可 （ ２ ３ 条 ）      
新規 2 0  

更新 5 26  

河 川 法 許 可 （2 4 ･ 2 6 ･ 2 7 条）  450 391  

河 川 法 許 可 （ ２ ４ 条 ） 更新 425 430  

河  川  法 （ ３ ４ 条 ） 承認 7 8  

普 通 河 川 等 の 工 事 許 可  107 192  
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区      分 
許 可 等 件 数  

備考 
令和５年度 令和６年度 

砂防指定地内制限行為許可（同意）  269 295  

砂 防 設 備 占 用 許 可 （ 同 意 ） 
新規 237 172  

更新 574 386  

急傾斜地崩壊危険区域内制限行為の許可  44 61  

地すべり防止区域内制限行為の許可  0 0  

土 砂 災 害 防 止 法 に 関 す る 

特 定 開 発 行 為 許 可 （ 同 意 ） 

新規 0 0  

変更 0 0  

岩 石 採 取 計 画 の 認 可  0 0  

砂 利 採 取 計 画 の 認 可  0 0  

海 岸 保 全 区 域 の 占 用 許 可    
新規 0 1  

更新 5 2  

そ の 他 の 海 岸 法 関 係 許 可    
新規 0 0  

更新 0 0  

一 般 海 域 占 用 許 可 等       
新規 17 17  

更新 20 10  

境 界 立 会           

道路 44 36  

河川 62 73  

砂防 21 27  

海岸 1 0  

境 界 確 定 協 議      

道路 27 24  

河川 39 26  

砂防 10 10  

海岸 0 0  

境 界 確 定 証 明      

道路 2 4  

河川 3 2  

砂防 1 1  

海岸 0 0  

そ の 他 各 種 証 明  2 3  

計  3,874 3,567  

 

 

  キ アダプト活動認定団体数 

                             （令和 7年 4月 1日現在） 

区    分 認定数 備    考 

マ イ ロ ー ド  62  

ラ ブ リ バ ー 134  

計 196  

 



大　　臣　　許　　可

知　　事　　許　　可

大　　臣　　許　　可

知　　事　　許　　可

大　　臣　　許　　可

知　　事　　許　　可

大　　臣　　許　　可

知　　事　　許　　可

大　　臣　　許　　可

知　　事　　許　　可

建設業　：　大臣許可

建設業　：　知事許可

測量及び建設コンサルタント

３年度
(追加申請）

計

18 323

0 4

15 293

3 26

６年度
(追加申請）

計

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

7,523

647

0

647

358

51

13

15

23

35

28

5

0

1

9,785

0

0

-

５年度
（本申請）

７年度
(追加申請）

「令和５・６年度分」申請数 0 -

内
訳

建設業　：　大臣許可 0 -

測量及び建設コンサルタント 0

24

13

0

0

14

４年度
(追加申請）

3

51

建設業　：　知事許可 275

3

建設業　：　大臣許可 4

0

浄

化

槽

工

事

業

1

計

（注）　建設工事等入札参加資格

解
体
工
事
業

測量及び建設コンサルタント 23

302

登

録

新　　　　　　　　　　規

-

更　　　　　　　　　　新

計

変　　　　　　　　　　更

「令和３・４年度分」申請数

内
訳

建設業　：　知事許可

２年度
(本申請）

 (4)　建設業及び宅地建物取引業の指導

　　ア　建設業許可申請等受理件数

内
訳

建
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
業

内
訳

1,257

0

0

358

0

営 業 所 調 査 

0

1,257

0

0

計

内
訳

審

査

申

請

内
訳

内
訳

経営事項審査（再審査）

経　営　事　項　審　査

種　　　　　　　別
受　　　理　　　件　　　数

0

0

106

107

0

0

0

0

9,942

1

0

0

0

0

0

1,187

0

895

7,485

1,187

0

7,485

375

0

895

新　　　　　　　　　　規

届
出 変　　　　　　　　　　更

登

録
更　　　　　　　　　　新

変　　　　　　　　　　更

新　　　　　　　　　　規

内
訳

建設工事等入札参加資格（注）

令和５年度 令和６年度

許

可

申

請

決　算　・　役　員　等変
更
届

新　　　　　　　　　　規

更　　　　　　　　　　新

0

7,523

375

0
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大　　臣　　免　　許

知　　事　　免　　許

大　　臣　　免　　許

知　　事　　免　　許

大　　臣　　免　　許

知　　事　　免　　許

大　　臣　　免　　許

知　　事　　免　　許

　イ　宅地建物取引業免許申請等受理状況

種　　　　　　　別
受　　　理　　　件　　　数

令和５年度 令和６年度

更　　　　　　　　　　新

106

内
訳

4

102

新　　　　　　　　　　規

371

内
訳

90

317

登　　載　　事　　項　　等

9

362

974

397

　　〔県内総数　：  551 〕

655 718

714

413

　　〔県内総数　：519 〕

計

登　　　　　　　　　　録

1,052

変　　　　　　　　　　更

資
格
申
請

1,131

81

2

79

212

宅
地
建
物
取
引
士 計

宅
　
　
　
建
　
　
　
業

５０　条　第　２　項

免
許
申
請

内
訳

変
更
届 90

内
訳

39

51

407

329

92

48

44

0

212

329

0

45
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 ウ 建設業及び宅地建物取引業者等数調 

区   分 地 域 別 
令和６年3月31日現在 令和７年3月31日現在 

業 者 数 対県内比 業 者 数 対県内比 

建 設 業 者 

県  内 
大臣 268 ― 大臣 268  

知事 11,720 ― 知事 11,720  

管  内 
大臣 177 66.0 大臣 179  

知事 6,648 56.7 知事 6,648  

宅 建 業 者 

県  内 
大臣 50 ― 大臣 51 ― 

知事 2,886 ― 知事 2,900 ― 

管  内 
大臣 43 86.0 大臣 44 86.3 

知事 1,935 67.0 知事 1,935 65.7 

計 

県  内 
大臣 318 ― 大臣 319 ― 

知事 14,606 ― 知事 14,620 ― 

管  内 
大臣 220 69.2 大臣 223  

知事 8,583 58.8 知事 8,583  

宅地建物取引士 県  内 ― 24,275 ― ― 24,794  

 

 

 エ 建設業許可申請書綴及び宅地建物取引業者免許簿閲覧状況 

区      分 
令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

実 人 数 件    数 実 人 数 件    数 

建  設  業 1,563 12,470 1,613 12,772 

内訳 
大臣許可 － － － － 

知事許可 1,563 12,470 12,772 12,470 

宅地建物取引業 170 337 179 637 

内訳 
大臣許可 － － 0 0 

知事許可 170 337 637 337 

計 1,733 12,807 1,792 13,409 

 

 

 オ 建設業許可証明申請状況 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

562 186 349 
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 (5) 建築、宅地開発、建設リサイクルの指導等 

  ア 建築行政の推進 【建築物の安全安心の確保】 

   当事務所の建築行政区域は、竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡府中町、海田町、熊

野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町、及び、豊田郡大崎上島町の３市７町の広範

にわたっており、同区域内での建築確認検査業務のほか、違反建築物の防止、特殊建築

物等の定期報告制度等を通じて、良質な建築物の供給や安全・安心な既存建築物の維持

に努めている。 

 

  イ 宅地開発行政の推進 【良好な都市環境の形成】 

開発許可制度を適正に運用することで、無秩序な市街化を防ぐとともに開発地の技術

水準を確保して、良好な都市環境の形成を図っている。 

開発行政区域は建築行政区域と同一であり、同区域内の都市計画区域内の市街化区域

での 1,000 平方メートル以上、区域区分の行われていない非線引き都市計画区域での

3,000 平方メートル以上、及び都市計画区域外での 1ヘクタール以上の開発行為に関す

る許可と指導・取締りに当たっている。 

   なお、山県郡安芸太田町、及び、豊田郡大崎上島町を除く、３市５町に都市計画区域

が指定されており、そのうちの、大竹市、府中町、海田町、熊野町、及び、坂町で市街

化区域と市街化調整区域の区域区分が行われている。 

   また、宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域が、開発行政区域及び東広島

市、廿日市市に指定されており、宅地造成等の許可と指導・災害防止に努めている。 

 

  ウ その他 【人・社会・環境にやさしい建築物の創造など】 

    バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）に基づき、

特定建築物の認定に関する事務を行い、高齢者・障害者等が円滑に利用できる建築物の

建築の促進に努めるとともに、建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律）に基づき、省エネルギー基準への適合性判定及び認定等に関する事務を

行い、建築物における省エネルギー性能の向上を図っている。 

    また、建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）に基づき、

建築物の解体工事、同新築・増改築工事、同改修工事及び建築物以外の新築・解体工事

の届出が義務づけられている。それにより、分別解体等及び再資源化等を促進するため

の措置を講ずるとともに、再資源の十分な利用及び廃棄物減量の指導に努めている。 

 



(6)  建築行政

　ア　建築確認申請受付及び検査状況

4 (0) 2 (2) 7 (0) 1 (2) 10 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0) 7

5 (0) 1 (0) 7 (0) 0 (0) 8 (0) 1 (0) 6 (0) 0 (0) 7

6 (2) 3 (0) 1 (1) 2 (3) 6 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0) 5

4 (5) 3 (1) 7 (1) 3 (7) 13 (0) 2 (2) 7 (0) 2 (2) 11

5 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 4

6 (0) 1 (2) 9 (0) 0 (2) 10 (0) 0 (4) 8 (0) 1 (4) 9

4 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1

5 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

4 (1) 4 (3) 6 (0) 0 (4) 10 (0) 7 (1) 7 (0) 3 (1) 17

5 (0) 4 (0) 1 (0) 2 (0) 7 (0) 4 (0) 2 (0) 2 (0) 8

6 (0) 1 (0) 2 (1) 3 (1) 6 (0) 3 (0) 2 (0) 4 (0) 9

4 (1) 4 (4) 10 (0) 4 (5) 18 (2) 7 (3) 9 (0) 4 (5) 20

府 中 町 5 (1) 0 (0) 6 (0) 2 (1) 8 (1) 2 (2) 6 (0) 2 (3) 10

6 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (0) 8 (0) 2 (1) 2 (0) 3 (1) 7

4 (0) 2 (0) 4 (0) 0 (0) 6 (0) 1 (3) 8 (0) 0 (3) 9

海 田 町 5 (0) 3 (0) 8 (0) 3 (0) 14 (0) 1 (5) 7 (0) 2 (5) 10

6 (1) 0 (1) 6 (0) 1 (2) 7 (3) 1 (2) 5 (0) 2 (5) 8

4 (0) 0 (0) 7 (0) 0 (0) 7 (0) 1 (2) 7 (0) 0 (2) 8

熊 野 町 5 (0) 1 (1) 6 (0) 0 (1) 7 (2) 2 (5) 1 (0) 4 (7) 7

6 (0) 0 (1) 4 (0) 2 (1) 6 (0) 1 (0) 3 (0) 2 (0) 6

4 (0) 0 (1) 5 (0) 0 (1) 5 (0) 1 (3) 6 (0) 0 (3) 7

坂 町 5 (0) 0 (0) 4 (1) 2 (1) 6 (0) 0 (1) 5 (0) 0 (1) 5

6 (0) 1 (1) 2 (0) 0 (1) 3 (0) 0 (0) 2 (0) 2 (0) 4

4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

安芸太田町 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

6 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

4 (0) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 4 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (1) 2

北広島町 5 (0) 3 (2) 2 (0) 1 (2) 6 (0) 0 (0) 5 (0) 0 (0) 5

6 (1) 3 (1) 2 (0) 4 (2) 9 (0) 1 (1) 1 (0) 3 (1) 5

4 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

大崎上島町 5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

6 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0

4 (7) 17 (11) 49 (1) 9 (19) 75 (2) 19 (15) 53 (0) 10 (17) 82

合　計　 5 (1) 13 (3) 35 (1) 12 (5) 60 (3) 11 (13) 34 (0) 11 (16) 56

6 (5) 11 (6) 30 (2) 14 (13) 55 (3) 9 (8) 24 (0) 20 (11) 53

（注１）　　１号　法第６条第１項に規定する特殊建築物で床面積200㎡を超えるもの。

         　 ２号　木造で階数が3以上又は延床面積500㎡を超えるもの。

            ３号　非木造で階数2以上又は延床面積200㎡を超えるもの。

            ４号　前号に掲げる以外の建築物。

（注２）　確認申請受付状況は、計画通知を含む。また、計画変更確認申請は、（　　）書で外数とする。

（注３）　検査状況は、計画通知を含む。また、中間検査合格は、（　　）書で外数とする。(設備等は中間検査なし）

（注４）　令和６年度より、当所の所管区域から安芸高田市を北部建設事務所に移管した。

建   　 築     物 　   区   　 分

１～３号

町　村　名

設備等

年
度

計

確　認　申　請　受　付　状　況

４　　号

検        査    　   状        況

１～３号 ４　　号 設備等

建     築 　   物     区  　  分

計

豊
田
郡

竹　　　原　　　市

大　　　竹　　　市

安　芸　高　田　市

江　 田 　島 　市

安
芸
郡

山
　
県
　
郡
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区分　

市町名

府 中 町

海 田 町

熊 野 町

坂 町

安 芸 太 田 町

北 広 島 町

豊
田
郡

大 崎 上 島 町

（注）　令和６年度より、安芸高田市を北部建設事務所に移管した。

　ウ　都市計画法及び盛土規制法に基づく完了検査件数

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

市町名

府 中 町

海 田 町

熊 野 町

坂 町

安芸太田町

北 広 島 町

豊
田
郡

大崎上島町

（注）　令和６年度より、当所の所管区域から安芸高田市を北部建設事務所に移管した。

5,682

0

203 0

25,094 11 30,488

0 0 0

1 1,398 0 0 1

0 0

7 20,483

0 0

計 4 2,058 8 6,521 6

0 0 0 0 0

山
県
郡

0 0 1 3,755 0

0 5 18,020

0 0

1 753 0 0 0 0

1

0 0 0

安
芸
郡

2 1,102 5 708 0 0

江 田 島 市 0 0 0 0 0

1 1,135

0 0 1 659 1 7,074

―

― ―

廿 日 市 市 0 0 0 0 ― ― ―

2 3,188

0 0 0

東 広 島 市 0 0 0 0 ― ―

大 竹 市 0 0 0 0 0

安 芸 高 田 市 0 0 ― ― 0

竹 原 市 0 0 0 0 0 0 0 0

881

宅 地 造 成 等 完 了 検 査 開 発 許 可 完 了 検 査

件数 面 積 ( ㎡ ) 件数 面 積 ( ㎡ ) 件数 面 積 ( ㎡ ) 件数

38,164 6 20,914 1 526 3

面 積 ( ㎡ )

計 15 30,419 8 21,482 10

0 0 0 0 0 01 10,103 1 9,920 0 0

山
県
郡

0 0 2 9,635 0 0 0 0

0 05,682

00 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 753 0 0 0

1 1,398 0 0 1

―

0 0 0

1 203 0 0 9 32,482 3 15,837 1 526 3 881

2 1,147 0 0 2 3,942 0

0

― ― ― ―

0 0 0

0 0 ―

0 0 0 0 0

00 1 1,135 0 0 0

0 0

東 広 島 市 0 0 0 0 ―

― ― ― ―

―

廿 日 市 市 0 0 0 0 ― ― ― ―

― ―

0

大 竹 市 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0竹 原 市 0 0 0 0 0

0 0

件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡)件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡) 件数 面積(㎡)

　イ　都市計画法及び盛土規制法に基づく許可申請件数

宅 地 造 成 等 許 可 申 請 開 発 許 可 申 請 都計法第43条許可申請

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

0 ― ―

安 芸 高 田 市 0 0 ― ― 0 0 ― ―

1 4,339

0

安
芸
郡

7 1,925 3 779 0

江 田 島 市 3 11,698
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 エ 建築基準法の許可・認定及び道路位置指定状況 

  （単位：受付件数） 

区分 

 

 

 

年度 

許   可 認   定 

道路位置 

指  定 
道路特例 

道路内 

建 築 
用途地域 

建築物の 

高さ制限 

仮 設 

建築物 
道路特例 

一の敷地 

とみなす 

こと等の 

認定   

一の敷地 

とみなす 

こと等の 

認定取消 

仮使用 

(特 定 

行政庁) 

仮使用 

(建築 

主事) 

４ 9 2 0 0 0 8 0 0 3 0 13 

５ 9 0 1 0 2 4 0 0 1 0 16 

６ 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19 

 

 

 オ バリアフリー法に基づく認定を行った建築物一覧 

                                     

番号 市町村名 建築物名称 建築主 用 途 延べ面積（㎡） 

R1-01 

変R5-02 
海田町 海田町新庁舎 

海田町長  

西田 祐三 
官公署（庁舎） 6,668.66 

 

 

 カ 建築物省エネ法に関する適合性判定・計画届出・計画認定の受付状況 

                                     （単位：受付件数） 

区分 

 

年度 

消費性能適合性判定 消費性能確保計画届出 消費性能向上計画認定 

非住宅 非住宅 住宅 住宅 

４ 6 2 48 37 

５ 1 2 31 26 

６ 0 2 35 1 

 

 



(7)  建設工事の資材のリサイクル指導

　　　建設リサイクル法の対象建設工事に係る届出等件数

令和5年度 令和6年度

市町名

40 1 19 51 0 20 2 1 68 2 2 50

70 2 34 61 4 38 2 0 31 1 3 30

92 2 22 ― ― ― 3 0 113 ― ― ―

69 4 17 62 0 8 3 1 47 2 0 37

91 3 29 99 8 35 3 1 35 0 1 27

53 6 25 65 5 13 1 2 28 1 2 16

40 2 7 33 2 4 1 2 33 1 0 29

20 2 26 17 1 12 0 0 19 0 0 23

16 0 27 27 2 10 0 0 16 1 0 26

36 3 39 36 2 25 1 2 70 2 1 52

10 0 2 16 0 3 0 0 25 0 1 23

0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 2

537 25 251 467 24 170 16 9 489 10 10 315

（注）　令和６年度より、当所の所管区域から安芸高田市を北部建設事務所に移管した。

―

令和6年度令和5年度

安 芸 高 田 市

106 103

60 71
竹 原 市

71 54

34
大 竹 市

33

建 築 物
の 解 体

建 築 物
の 新 築

等

江 田 島 市

39

142

84

3036

1983

28

51 39

届 出 件 数 通 知 件 数

建 築 物
の 解 体

建 築 物
の 新 築

等

そ の 他
の 新 築
解 体

建 築 物
の 解 体

建 築 物
の 新 築

等

そ の 他
の 新 築
解 体

そ の 他
の 新 築
解 体

そ の 他
の 新 築
解 体

建 築 物
の 解 体

建 築 物
の 新 築

等

48

116

90

31

30

70

39

19

― 116

55

坂 町

43

安
芸
郡

熊 野 町

山
県
郡

安芸太田町

北 広 島 町

海 田 町

府 中 町

49

123

39 16 27

23

63

12 19

7378

25 24

（株）西日本高速
道路， ＪＲ等

豊
田
郡

大崎上島町

335
計

813 661 514
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広島県西部建設事務所 
〒732-0816 広島市南区比治山本町 16-12 

TEL（082）250-8151（代表） 

 


